
土地基本方針の変更（案）に関する意見募集について 

 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 9 日 

不動産・建設経済局土地政策課 

 

国土交通省では、土地基本法に基づく土地基本方針の変更に向けた検討を

進めているところであり、本年４月１６日に開催された国土審議会土地政策

分科会企画部会において、土地基本方針の変更案を提示したところです。 

本変更案では、近年の人口減少・少子高齢化、世帯数の減少や東京圏等へ

の集中・偏在、アフターコロナ時代の多様な生活様式への転換、DX・GX 等の

社会経済情勢の変化に加え、気候変動の影響による災害の激甚化・頻発化な

ど、国民生活を取り巻く状況の変化に対応した「サステナブルな土地の利用・

管理」の実現を目指すこととしています。 

土地基本方針の変更案の作成に当たっては、土地基本法第 21 条第６項の規

定において準用する同条第４項により、国土交通大臣は、広く国民の意見を

反映させるために必要な措置を講じることとされております。 

つきましては、下記の要領にて広く国民の皆さまの御意見を募集いたしま

す。お寄せいただいた御意見につきましては、最終的な決定を行う際の参考

とさせていただきます。 

なお、御意見に対する個別の対応は致しかねますので、あらかじめ御了承

願います。 

 

＜意見募集要領＞ 

１．意見募集対象 

土地基本方針（案） 

 

２．資料入手方法 

電子政府の総合窓口（e-Gov）（https://www.e-gov.go.jp/）の「パブリッ

クコメント（意見募集中案件一覧）」欄に掲載いたします。 

 

３．意見募集期間 

 令和６年４月 19 日（金）から令和６年５月７日（火）12 時まで（必着） 

 

４．意見の提出方法 

  別添の意見提出様式に氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称及び所

在地）、電話番号、メールアドレス等を記入の上、次のいずれかの方法で日

本語にて意見を提出してください。 

  なお、電話による意見の受付は致しかねますので、ご了承願います。 

 

（１）電子政府の総合窓口（e-Gov）の意見提出フォームを使用する場合  

「パブリックコメント：意見募集案件」における各案件詳細画面の「意

見募集要領（提出先を含む）」を確認の上、意見入力へのボタンをクリッ

クし、「パブリック・コメント：意見入力」より行ってください 



 

（２）電子メールの場合（テキスト形式でお願いいたします。） 

メールアドレス： hqt-ts-publiccomment@gxb.mlit.go.jp  

（電子メールの題名を「土地基本方針の変更（案）に関する意見」と

してください。） 

国土交通省不動産･建設経済局土地政策課 意見募集担当 あて 

 

（３）郵送の場合 

〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関２－１－３ 

国土交通省不動産･建設経済局土地政策課 意見募集担当 あて 

 

５．留意事項 

（１） いただいた御意見は、住所、電話番号及びメールアドレスを除き、公

開される可能性があることを御承知おきください。公表の際に匿名を希

望される場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。 

（２） 住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、意見の内容に不

明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。 

 

６．お問い合わせ先 

国土交通省不動産･建設経済局土地政策課  意見募集担当 

電話番号 03-5253-8292 

 


